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令和５年度 事業計画 

 

令和４年中の県内における交通事故は、発生件数 2,728 件、（前年比－120 件）、

死者数 61人（前年比＋14人）、負傷者数 3,123人（前年比－80人）となった。 

死者数については４年ぶりに増加に転じたものの、戦後４番目に低い件数であ

り、死者数二桁台の傾向は継続している。なお、発生件数と負傷者数は１７年連続

で減少している。 

特に、高齢者の交通事故死者数は 41 人（前年比＋13 人）で死者数全体の 67％

を占めており、引き続き高齢者の交通事故対策が大きな課題と言える。 

  

令和４年中における柏崎警察署管内の交通事故は  

○発生件数    ７３件 （前年比  ＋１件） 

○死者数      ３人 （前年比  ＋１人） 

○負傷者数    ８０人 （前年比  ＋１人） 

 

と、それぞれ増加に転じた。 

交通事故発生件数については、微増したものの、依然過去最少傾向にある。 

 しかしながら、柏崎警察署管内では、県内同様に高齢者事故が多く、死亡事故の

いずれも 75歳以上の高齢者が亡くなっており、引き続き最重要課題として重大な

関心を払い、鋭意取り組んでいく必要がある。 

また、信号機のない横断歩道において、歩行者が渡ろうとしている場面での車両

の一時停止が徹底されていないことや、飲酒・酒気帯び運転の検挙数が多いこと、

チャイルドシートの使用や一般道路における後部座席のシートベルト着用率が低

いこと等を踏まえ、一層効果的な交通安全対策を推進し、交通事故全体の減少を図

ることが必要である。 

 

令和 4 年度は、これまでコロナ禍で中止となっていた行事が復活し、多くの交

通事故防止活動を再開することができた。 

令和５年度も社会情勢を注視しつつ、新潟県交通安全対策基本方針を基軸に、引

き続き、「高齢者事故の抑止活動」「歩行者保護運転の推進」「飲酒運転の根絶」「シ

ートベルト等の着用の徹底」の広報啓発活動を積極的に展開し、悲惨な交通事故の

ない、安全・安心な地域社会の実現に寄与するため、以下の事業を推進したい。 
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 １ 交通安全活動事業 

地域住民の交通安全意識の高揚と交通事故の防止をはかり、交通の安全と円滑

化に寄与するという当協会の目的を達成するため、以下の事業を行う。 

 

（１） 交通安全に関する広報啓発 

交通安全意識の高揚をはかり、交通事故の防止をするために、地域住民等を

対象に交通安全の広報啓発活動を実施する。 

推進項目 推進事項 

交通安全運動の効果

的推進 

○新入学（園）児を守る交通安全週間 

４月６日(木)～12日(水) 

○春の全国交通安全運動  ５月 11日日(木)～20日(土)  

○自転車安全月間         ５月１日(月)～31日(水) 

○夏の交通事故防止運動   ７月 22日(土)～31日(月) 

○秋の全国交通安全運動   ９月 21日(木)～30日(土) 

○高齢者交通事故防止運動 10月１日(日)～31日(火) 

○冬の交通事故防止運動   12月 11日(月)～20日(水) 

○横断歩行者を守る交通事故防止運動  

(令和６年)３月１日(金)～10日(日)予定 

※交通事故死ゼロを目指す日５月 20日(土) 

〃      ９月 30日(土) 

高齢者に対する広報

啓発 

・「いきいきクラブ・チャレンジ１００」の推進 

・高齢者宅訪問における広報・指導 

・高齢者交通安全啓発推進員の設置・活動推進 

・反射材及び高齢運転者マーク着用の広報 

・自転車街頭点検の実施 

事業所等を通じた広

報啓発 

・事業所における「安全運転実践運動～無事故にトラい～」

の展開 

・事業所訪問による管理の徹底の推進 

・歩行者保護運転推進活動の展開    

・地区安全運転競技大会（第９回）の開催 

・事業所での広報啓発素材（資料・ＤＶＤ等）の提供 

飲酒運転根絶に対す

る啓発 

・事業所における飲酒運転根絶署名活動の推進 

・飲食店訪問等飲酒運転追放活動の推進 

・ハンドルキーパー運動の推進 

・飲酒運転追放チラシの作成配布 
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交通安全広報の推進 ・「柏崎地区交通安全だより」発行（年４回、回覧） 

・「柏崎地区の交通事故」発行 

・「かしわざき交通事故マップ」発行 

・安管通信「ストップ・ザ・交通事故」発行（毎月） 

・交通死亡事故発生情報の作成配布 

・「交通安全家庭の日通信」の作成配布（隔月１０日） 

・交通指導所、高齢者宅訪問時のチラシの作成配布 

・市町村広報誌等の積極的活用 

・報道機関による広報 

・ＦＭコミュニティ放送による広報 

・広報車の計画的、かつ積極的な運用 

のぼり旗等の掲出 ・特定地域におけるのぼり旗の掲出 

・運動期間中における各地区のぼり旗掲出 

・危険個所における看板の掲出 

・安全意識啓発横断幕の掲出 

 

（２） 交通安全に関する教育訓練 

安全運転及び安全な通行方法のために必要な知識及び技能を習得すること

により、交通事故の防止を図るため、運転者及び歩行者・自転車利用者等に

対し、対象に応じた交通安全教育訓練を実施する。 

推進項目 推進事項 

高齢者に対する交通

安全教育 

・体験型高齢者交通安全教室（年２回予定） 

・出前型高齢者講習会の開催 

・「交通安全フェア」の開催 

・自転車安全教室の開催 

・「いきいきクラブ・チャレンジ１００」への参加推進 

子供に対する交通安

全教育 

・大型車交通安全教室の開催 

・幼児交通安全教室の開催 

・新入学児童へランドセルカバーの贈呈 

・保育園・幼稚園駐車場にストップマーク貼付 

・通学路における街頭指導と立哨 

・横断旗の設置 

運転者に対する交通

安全教育 

・集合型安全運転講習会（年６回）の開催 

・地区、事業所における交通安全講習会の開催の推進 
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（３） 街頭における交通安全指導 

運転者及び歩行者・自転車利用者に対し、安全な通行方法を指導するため、

街頭指導を実施する。 

推進項目 推進事項 

交通安全運動期間中

等における立哨指導 

・通学路・主要交差点等において、児童生徒・園児、高

齢者、自転車利用者、及び自動車運転者に対し、安全な

通行方法の指導及び安全運転励行の呼びかけを行う。 

街頭指導所の開設 ・街頭指導所を開設し、運転者及び同乗者に対し、交通

安全チラシ、交通安全グッズ等を配布しながら、交通事

故防止を呼び掛ける。 

スーパー等における

高齢者に対する交通

安全指導 

・高齢者が多く利用するスーパー等において、高齢者を

中心に交通安全チラシ等を配布し、交通事故防止を呼び

掛ける。 

交通危険個所等の点

検 

・通学路、交差点、カーブミラー等の交通安全施設につ

いて、交通安全点検を実施し、交通危険個所の改善のた

め行政機関等に必要な要望を行う。 

 

（４） 交通安全功労者、優良運転者等の顕彰 

受賞者等の交通安全意欲を高めることにより交通安全活動の積極的な推進

を図るため、交通安全功労者等の顕彰を効果的に実施する。 

推進項目 推進事項 

表彰の実施 ・警察署長・協会長連名表彰 

（交通安全功労者・優良運転者１０年表彰） 

表彰候補者の上申 ・新潟県警察本部長・新潟県交通安全協会長連名表彰 

（交通安全功労者、優良運転者、団体、事業所、学校、

交通安全協会等） 

・新潟県警察本部長・新潟県安全運転管理者協会長 

連名表彰/新潟県安全運転管理者協会長表彰 

（優良安全運転管理事業所、優良安全運転管理者、優良

運転者） 

・交通栄誉章緑十字金章・銀章・銅章 

（交通安全功労者・優良運転者） 

・全日本交通安全協会会長表彰 

（団体、事業所、学校、交通安全協会、優良職員） 

・関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会会長連名

表彰 

（交通安全功労者、優良職員） 



6 

 

・関東連合会会長表彰 

（団体、事業所、交通安全協会、優良職員） 

 

（５） 交通安全用品等の普及啓発 

交通事故被害の防止をはかるため、反射材等の交通安全用品の普及を促進

する。 

推進項目 推進事項 

交通安全用品の配布 ・街頭指導、高齢者宅訪問、高齢者講習会等の機会をと

らえ、反射材等の交通安全用品を配布する。 

反射材等の斡旋 ・交通安全だより・チラシ等を通した、活用効果の積極

的な広報と斡旋。 

・地区のイベント等での積極的な紹介と斡旋。 

チャイルドシートの

貸出 

・チャイルドシートの臨時的利用に対し、短期無料貸 

出を実施する。 

 

 

２ 交通安全に関する受託事業及び関連事業 

交通の安全と円滑の確保に寄与するため、新潟県の委託による運転免許及

び自動車保管場所確保に関する事業を適切に実施するとともに、これらの

事業に関連して免許証更新等の利便を図るため、以下の事業を実施する。 

推進項目 推進事項 

運転免許事務補助事

業 

運転免許行政の円滑な運用に寄与するとともに、免許

証更新者等の円滑な申請を支援するため、次の業務を実

施する。 

① 運転免許窓口業務 

免許証更新、免許証再交付及び免許証記載事項変更

の申請・届出者に対する申請書類等の記載方法の指

導、申請書類の審査・受理、変更事項の免許証への記

載等を行う。 

②  運転適性検査 

自動車等の運転の適性検査として、視力及び深視力の

検査を行う。 

更新時講習 免許証更新の機会に交通安全に関する講習を実施して

運転者としての資質の向上を図る目的で、優良運転者及

び一般運転者の講習者に対し、視聴覚教材及び交通の教

則等の教本を用いて、交通事故の現状、運転者の義務責

任、危険予測等交通事故防止の知識等を内容とする講習

を行う。 
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原付講習 

 

原付の関与する交通事故の防止を図るため、原付免許

取得希望者に対し、視聴覚教材及び教本等を用いて原付

の安全運転に必要な知識を習得させるとともに、実車を

用いて原付の操作及び安全走行に必要な技能を習得させ

るための講習を行う。 

自動車保管場所証明

事務 

自動車の新規登録等を行う者に、登録の係る自動車の車

庫を確実に確保させることにより、交通の安全と円滑の

確保を図るため、自動車保管場所証明申請者に対する申

請書類の記載方法等の指導、申請書類等の審査・受理、

警察署備付けの保管場所管理システムへのデータ入力、

自動車保管場所証明書及び保管場所標章の作成及び申請

者への交付等の事務を処理する。 

新潟県収入証紙売り

さばき事業 

 

免許証更新申請者及び自動車保管場所証明申請者の利

便を図るとともに、運転免許及び自動車保管場所証明事

務の円滑な運用に寄与する目的で、免許証更新申請者等

に対し、新潟県収入証紙の売りさばきを行う。 

 

 

３ その他の事業 

免許証更新申請者及び免許証再交付申請者の利便を図るため、運転免許証

用写真の撮影を行う。駐車場の一部の賃貸事業を行う。 

 

 

４ 会議の開催 

当協会の適正な運営及び効果的な交通安全活動の展開を図るための協議・

検討を行うため、必要な会議を開催する。 

 推進項目 推進事項 

 ・理事会（５月、３月、その他必要な都度） 

・評議員会（事業年度終了３カ月以内、その他必要な

都度） 

・正副会長会議（随時） 

・部会長・地域部会会議（各運動期前、その他必要な

都度） 

・各部会会議（随時） 

 

 


